
 

○神奈川県県税条例施行規則（昭和45年神奈川県規則第43号）新旧対照表 

新 旧 

（県税の減免） （県税の減免） 

第２条 所長は、次に掲げる県税を減免する。 

 ⑴～（37） （略） 

第２条 所長は、次に掲げる県税を減免する。 

⑴～（37） （略） 

(38) 中古自動車販売業者（所有する全ての自動車について自動車税の種別割

の滞納がなく、かつ、減免を受けようとする年度分の自動車税の種別割を

納期限までに納付していることその他知事が別に定める要件を満たす者に

限る。）が４月１日現在において所有する自動車で、商品として展示して

いるものに対する自動車税の種別割 

（39）～（40） （略） 

 

(38) 中古自動車販売業者（              自動車税の種別割

の滞納がない者等                          

                                に 

限る。）が４月１日現在において所有する自動車で、商品として展示して 

いるものに対する自動車税の種別割 

（39）～（40） （略） 

 

附 則 

（不動産取得税の減額の申告） 

14 法附則第11条の４第２項又は第４項の規定による不動産取得税の減額を受

けようとする者は、附則第１号様式の４                 

     を所長に提出しなければならない。 

附 則 

（不動産取得税の減額の申告） 

14 法附則第11条の４第２項又は第４項の規定による不動産取得税の減額を受

けようとする者は、不動産取得税減額（還付）申告（申請）書（附則第１号

様式の４）を所長に提出しなければならない。 

（自動車税の減免） （自動車税の減免） 

23 自動車税管理事務所長は、次に掲げる自動車税を減免する。 23 自動車税管理事務所長は、次に掲げる自動車税を減免する。 

⑴ 道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条第１号イに規定する一般乗合

旅客自動車運送事業の用に供する自動車（同法第５条第１項第３号に規定

する路線定期運行の用に供する自動車に限る。第３号において「一般乗合

旅客自動車」という。）で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（平成18年法律第91号）第８条第１項に規定する公共交通移動

等円滑化基準（以下この項において「公共交通移動等円滑化基準」という。）

に適合するものであつて、次のいずれにも該当するものに対する自動車税

の環境性能割（第２条第21号イ又はウの規定による減免を受けようとする

場合を除く。） 

 ア （略） 

 イ 令和８年４月１日から令和13年３月31日までの間に最初の道路運送車

両法第７条第１項の規定による新規登録（県内における登録に限る。以

下この項において「初回新規登録」という。）を受けた自動車で、当該

初回新規登録の申請をした者が取得したもの 

⑵ 道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用

⑴ 道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条第１号イに規定する一般乗合

旅客自動車運送事業の用に供する自動車（同法第５条第１項第３号に規定

する路線定期運行の用に供する自動車に限る。第３号において「一般乗合

旅客自動車」という。）で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（平成18年法律第91号）第８条第１項に規定する公共交通移動

等円滑化基準（以下この項において「公共交通移動等円滑化基準」という。）

に適合するものであつて、次のいずれにも該当するものに対する自動車税

の環境性能割（第２条第21号イ又はウの規定による減免を受けようとする

場合を除く。） 

 ア （略） 

 イ 令和３年４月１日から令和８年３月31日までの間に最初の道路運送車

両法第７条第１項の規定による新規登録（県内における登録に限る。以

下この項において「初回新規登録」という。）を受けた自動車で、当該

初回新規登録の申請をした者が取得したもの 

⑵ 道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用



 

新 旧 

に供する自動車（第４号において「一般乗用旅客自動車」という。）で、

公共交通移動等円滑化基準に適合するもの（令和８年４月１日から令和13

年３月31日までの間に初回新規登録を受けた自動車で、当該初回新規登録

の申請をした者が取得したものに限る。）に対する自動車税の環境性能割

（第２条第21号イ又はウの規定による減免を受けようとする場合を除く。） 

に供する自動車（第４号において「一般乗用旅客自動車」という。）で、

公共交通移動等円滑化基準に適合するもの（令和３年４月１日から令和８

年３月31日までの間に初回新規登録を受けた自動車で、当該初回新規登録

の申請をした者が取得したものに限る。）に対する自動車税の環境性能割

（第２条第21号イ又はウの規定による減免を受けようとする場合を除く。） 

⑶ 一般乗合旅客自動車で、公共交通移動等円滑化基準に適合するものであ

つて、次のいずれにも該当するものに対する自動車税の種別割（初回新規

登録の日が属する年度（３月１日から同月31日までの間に初回新規登録を

受けた自動車にあつては、その翌年度）以後５年度間に課すべき自動車税

の種別割に限る。） 

⑶ 一般乗合旅客自動車で、公共交通移動等円滑化基準に適合するものであ

つて、次のいずれにも該当するものに対する自動車税の種別割（初回新規

登録の日が属する年度（３月１日から同月31日までの間に初回新規登録を

受けた自動車にあつては、その翌年度）以後５年度間に課すべき自動車税

の種別割に限る。） 

ア （略） ア （略） 

イ 令和８年４月１日から令和13年３月31日までの間に初回新規登録を受

けた自動車で、当該初回新規登録の申請をした者が所有するもの 

イ 令和３年４月１日から令和８年３月31日までの間に初回新規登録を受

けた自動車で、当該初回新規登録の申請をした者が所有するもの 

⑷ 一般乗用旅客自動車で、公共交通移動等円滑化基準に適合するもの（令

和８年４月１日から令和13年３月31日までの間に初回新規登録を受けた自

動車で、当該初回新規登録の申請をした者が所有するものに限る。）に対

する自動車税の種別割（初回新規登録の日が属する年度（３月１日から同

月31日までの間に初回新規登録を受けた自動車にあつては、その翌年度）

以後５年度間に課すべき自動車税の種別割に限る。） 

 

⑷ 一般乗用旅客自動車で、公共交通移動等円滑化基準に適合するもの（令

和３年４月１日から令和８年３月31日までの間に初回新規登録を受けた自

動車で、当該初回新規登録の申請をした者が所有するものに限る。）に対

する自動車税の種別割（初回新規登録の日が属する年度（３月１日から同

月31日までの間に初回新規登録を受けた自動車にあつては、その翌年度）

以後５年度間に課すべき自動車税の種別割に限る。） 

附則第１号様式の４～附則第２号様式 

 

附則第１号様式の４～附則第２号様式 

別表第４（第37条関係） 別表第４（第37条関係） 

 １～54の２ （略） （略）    １～54の２ （略） （略）   

 55 法第73条の２第７

項の規定による申出     
不動産取得税に係る家屋附帯

設備価額申出書 
第74号様式 

  55 法第73条の２第７

項又は第８項の規定

による申出又は申請 

不動産取得税に係る家屋付帯

設備価額申出（還付申請）書 
第74号様式 

 

 55の２ 法第73条の２

第８項の規定による

申請 

不動産取得税に係る家屋附帯

設備に属する部分の税額還付

申請書 

第74号様式の２ 

   

（追加） （追加）  

 

 55の３ 条例第22条の

３第１項及び第26条

の２第１項の申告書 

不動産取得税住宅特例（住宅 

用土地の減額）適用申告書 
第74号様式の３ 

  55の２ 条例第22条の

３第１項及び第26条

の２第１項の申告書 

不動産取得税住宅特例（住宅 

用土地の減額）適用申告書 
第74号様式の２ 

 



 

新 旧 

 56～126 （略）  （略）    56～126 （略） （略）   
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